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１　北竜町総合計画策定の経過

H29. 4. 7 北竜町総合計画策定審議会へ諮問
H29. 4.25 第１回北竜町総合計画策定審議会 委員の委嘱、会長・副会長の選出、

策定体系スケジュール
H29. 7. 1 北竜町総合計画策定に向けたアンケ

ート調査発送（中学生以上）
H29. 7.10 北竜町総合計画にかかるワークショ

ップ
メンバー：ＪＡ青年部・女性部・フレッシュ
ミズ、商工会青年部・女性部、役場若手職員

H29. 7.31 北竜町総合計画施策評価シート作成 現計画の評価と次期計画の課題・改
定内容について調査

H30. 1.26 北竜町総合計画策定にかかるトップ
インタビュー

H30. 2.21
～ 23

各課ヒアリング（基本構想・基本計画） 現計画達成状況調査シートについて
各課ヒアリング

H30. 3.26 北竜町総合計画策定にかかるトップ
インタビュー

H30. 7.27 北竜町総合計画にかかるワークショ
ップ

メンバー：ＪＡ青年部・女性部・フレッシュ
ミズ、商工会青年部・女性部、役場若手職員

H30. 9.27
～ 10.23

各課ヒアリング（実施計画） 実施計画について各課ごと実施

H30.10.15
～ 17

各課ヒアリング（基本構想・基本計画） 基本構想・基本計画素案内容・修正
点について各課ごと実施

H30.11.19 第２回北竜町総合計画策定審議会 基本構想・基本計画素案について説明
H30.12. 3 議会全員協議会 基本構想・基本計画素案について説明
H31. 1.23 総務産業常任委員会 基本構想・基本計画素案について意

見聴取
H31. 2.18 第３回北竜町総合計画策定審議会 基本構想・基本計画・実施計画原案

について説明
H31. 2.22 答申
H31. 3.4 議会運営委員会 基本構想・基本計画・実施計画につ

いて提出
H31. 3.19 平成 31年第１回北竜町議会定例会 北竜町総合計画の議決

２　北竜町総合計画策定委員会委員

職　　名 氏　　名 備考

副 町 長 高 橋 利 昌 委 員 長

教 育 長 本 多 一 志 副委員長

総 務 課 長 中 村 道 人

企 画 振 興 課 長 南 波 　 肇 事務局長

産 業 課 長 細 川 直 洋

建 設 課 長 大 矢 良 幸

住 民 課 長 有 馬 一 志

和 保 育 所 準 備 室 長 杉 山 泰 裕

出 納 室 長 続 木 敬 子

農業委員会事務局長 大 友 　 武

教 育 委 員 会 次 長 南 　 秀 幸

議 会 事 務 局 長 山 田 伸 裕

消 防 支 署 長 滝 本 浩 幸

地域包括支援センター長 南 　 　 　 祐 美 子

永 楽 園 園 長 森 　 能 則

企 画 振 興 課 長 補 佐 井 口 純 一 事 務 局

企画振興課企画係長 市 場 義 弘 事 務 局
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３　北竜町総合計画策定審議会委員

団　　体　　名 職　　名 氏　　　名 備考

北 竜 町 議 会 議 　 長 佐 々 木 　 康 　 宏

北 竜 町 議 会 副 議 長 山 本 剛 嗣

北竜町議会総務産業常任委員会 委 員 長 佐 光 　 勉

ＪＡきたそらち北竜支所 地 区 代 表 理 事 北 清 裕 邦 会 長

北 竜 土 地 改 良 区 理 事 長 近 江 博 信

北 竜 町 商 工 会 会 　 長 藤 井 雅 仁

北 竜 町 農 業 委 員 会 会 　 長 水 谷 茂 樹

北 竜 町 教 育 委 員 会 教育長職務代理者 竹 林 信 幸 副会長

北 竜 町 社 会 福 祉 協 議 会 会 　 長 吉 尾 政 一

北竜町ひまわり観光協会 会 　 長 小 松 忠 彦

北竜町ひまわり長寿会連合会 会 　 長 北 清 昭 義

北竜町町内会長連絡協議会 会 　 長 谷 本 　 明

一 般 町 民 代 表 藤 　 田 　 真 理 子

一 般 町 民 代 表 澤 田 貴 子

一 般 町 民 代 表 竹 林 玲 子

４　北竜町総合計画策定審議会設置規則

日付：平成 31 年 2 月 23 日
昭和 63 年 3 月 18 日規則第 2 号

（設置）
第 1 条　北竜町が明るく豊かな近代的な町づくりの形成と創造豊かな調和のとれた町に振興

発展して行くための長期的な基本構想の樹立、並びに基本計画に関して町長の諮問に答え
るため、北竜町総合計画策定審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（審議事項）
第 2 条　審議会は町長の諮問に応じ、次の各号について審議する。
（1）基本構想に関すること。
（2）基本計画に関すること。
（3）実施計画に関すること。
（4）前 3 号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。

（組織）
第 3 条　審議会は、委員 15 名以内をもって組織し、別表に掲げる所属団体の職にあるもの

を町長が委嘱する。ただし、所属団体のその職を辞したものは、その後任者を引き続き委
嘱するものとする。

（委員の任期）
第 4 条　委員の任期は、第 2 条各号の規定に基づく計画策定期間までとする。

（審議会役員）
第 5 条　審議会に会長並びに副会長を置く。

（会議）
第 6 条　審議会の招集は、町長が行う。

2　審議会の議長は、会長が当たる。
3　審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

（委員の報酬等）
第 7 条　審議会委員の報酬及び費用弁償の支給については、非常勤職員の報酬及び費用弁償

支給に関する条例（昭和 50 年条例第 22 号）を準用し、同条例別表「その他の非常勤の委員」
相当額を支給する。

（その他）
第 8 条　審議会の運営に関し、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

附　則
この規則は、公布の日から施行する。
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附　則（平成 10 年 2 月 28 日規則第 1 号）
この規則は、平成 10 年 3 月 1 日から施行する。

附　則（平成 20 年 3 月 28 日規則第 11 号）

（施行期日）
この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 27 年 2 月 16 日規則第 3 号）

（施行期日）
1　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成
26 年法律第 76 号。以下において「改正法」という。）の施行日から（平成 27 年 4 月 1 日）
施行する。

（経過措置）
2　改正法附則第 2 条第 1 項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、
この規則による改正前の第 3 条の規定は、なおその効力を有する。

別表（第 3 条関係）
　北竜町総合計画策定審議会委員

団体名 職名
北竜町議会 議長
北竜町議会 副議長
北竜町議会総務産業常任委員会 委員長
ＪＡきたそらち北竜支所 地区代表理事
北竜土地改良区 理事長
北竜町商工会 会長
北竜町農業委員会 会長
北竜町教育委員会 教育委員１名
北竜町社会福祉協議会 会長
北竜町ひまわり観光協会 会長
北竜町ひまわり長寿会連合会 会長
北竜町町内会長連絡協議会 会長
一般町民代表
一般町民代表
一般町民代表

５　諮問書

北 企 企 号
平成 29 年 4 月 7 日

北竜町総合計画策定審議会
会長　北　清　裕　邦　様

北竜町長　佐　野　　　豊

北竜町総合計画の策定について（諮問）

北竜町のまちづくりと住民福祉の向上を図るため、北竜町総合計画の策定にあたり、次の事
項について諮問しますので、貴協議会のご審議をお願い申し上げます。

記

１．諮問事項
（1）北竜町総合計画基本構想
（2）北竜町総合計画基本計画
（3）北竜町総合計画実施計画
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附　則（平成 10 年 2 月 28 日規則第 1 号）
この規則は、平成 10 年 3 月 1 日から施行する。

附　則（平成 20 年 3 月 28 日規則第 11 号）

（施行期日）
この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附　則（平成 27 年 2 月 16 日規則第 3 号）

（施行期日）
1　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成
26 年法律第 76 号。以下において「改正法」という。）の施行日から（平成 27 年 4 月 1 日）
施行する。

（経過措置）
2　改正法附則第 2 条第 1 項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、
この規則による改正前の第 3 条の規定は、なおその効力を有する。

別表（第 3 条関係）
　北竜町総合計画策定審議会委員

団体名 職名
北竜町議会 議長
北竜町議会 副議長
北竜町議会総務産業常任委員会 委員長
ＪＡきたそらち北竜支所 地区代表理事
北竜土地改良区 理事長
北竜町商工会 会長
北竜町農業委員会 会長
北竜町教育委員会 教育委員１名
北竜町社会福祉協議会 会長
北竜町ひまわり観光協会 会長
北竜町ひまわり長寿会連合会 会長
北竜町町内会長連絡協議会 会長
一般町民代表
一般町民代表
一般町民代表

５　諮問書

北 企 企 号
平成 29 年 4 月 7 日

北竜町総合計画策定審議会
会長　北　清　裕　邦　様

北竜町長　佐　野　　　豊

北竜町総合計画の策定について（諮問）

北竜町のまちづくりと住民福祉の向上を図るため、北竜町総合計画の策定にあたり、次の事
項について諮問しますので、貴協議会のご審議をお願い申し上げます。

記

１．諮問事項
（1）北竜町総合計画基本構想
（2）北竜町総合計画基本計画
（3）北竜町総合計画実施計画
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６　答申書

北 企 企 号
平成 31 年 2 月 22 日

北竜町長　佐　野　　　豊　様

北竜町総合計画策定審議会 　　　　
会長　北　清　裕　邦

北竜町総合計画の答申について

北竜町総合計画策定審議会設置規則第 2 条の規定に基づき、諮問のあった北竜町総合につ
いて、次のとおり答申します。

記

（1）北竜町総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）については、現計画の課題・問題点
を分析し、10 年後に向けたあるべき北竜町の姿を展望し、3 回にわたり審議会を開催し
て様々な角度から検討を重ねてきたところであります。

　　　その結果、本計画は、今後の行政運営の指針となるものとして評価でき、概ね適切で
あると判断します。

（2）本計画の推進に当たっては、社会情勢等本町をとりまく状況の変化に対応し、より現実 
的・効果的な事業を展望するとともに、その管理についても最善の努力をされますよう
切望いたします。

７　北竜町総合計画事業費総括表（平成31年度～40年度）

項
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